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なるほど！議会活動

市議会のしくみ

市議会

「
よ
り
住
み
よ
い
ま
ち
」に

す
る
た
め
の
仕
事

市　長

市　民

提案する

決める

選
　
挙

選
　
挙市

の
仕
事
を
チ
ェッ
ク
す
る

議
会
で
決
ま
っ
た
こ
と
を

も
と
に
仕
事
を
す
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

投
票
率
は
90
％
以
上

　
議
員
は
そ
れ
ぞ
れ
が
議
会
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、同

じ
考
え
を
持
っ
た
議
員
が
集
ま
り
、会
派
を
構
成
し
て
い

ま
す
。議
会
内
で
の
活
動
は
会
派
を
単
位
と
す
る
場
合
が

多
く
、議
会
運
営
上
、重
要
な
機
能
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
い
わ
き
市
を
、よ
り
住
み
よ

い
ま
ち
に
す
る
た
め
に
は
、私
た
ち
自
身
が
身
近
な
問

題
に
つ
い
て
考
え
、話
し
合
い
、推
進
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。し
か
し
、私
た
ち
市
民
全
員
が
一
堂
に

会
し
て
話
し
合
う
こ
と
は
、現
実
的
に
困
難
で
す
。そ

こ
で
私
た
ち
市
民
の
代
表
と
し
て
、直
接
選
挙
に
よ
り

市
議
会
議
員
を
選
び
ま
す
。

　
市
議
会
で
は
、議
員
が
市
民
に
代
わ
っ
て
、次
の
よ

う
な
事
項
に
つ
い
て
審
議
、議
決
し
、私
た
ち
の
日
常

生
活
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
努
力
を
続
け
て
い

ま
す
。

◉
市
の
ル
ー
ル（
条
例
な
ど
）を
決
め
る
こ
と

◉
市
が
仕
事
を
す
る
た
め
の
お
金
の
額
や
使
い
道（
予

算
）を
決
め
る
こ
と

◉
市
の
お
金
が
正
し
く
使
わ
れ
て
い
る
か
、市
の
仕
事

が
市
民
の
た
め
に
正
し
く
行
わ
れ
て
い
る
か
な
ど
を

チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、意
見
を
言
っ
た
り
す
る
こ
と

◉
国
や
福
島
県
な
ど
に
対
し
て「
こ
う
し
て
ほ
し
い
」

と
い
う
意
見
を
出
し
た
り
、お
願
い
を
す
る
こ
と

◉
条
例
で
定
め
ら
れ
た
契
約
を
締
結
し
た
り
、財
産
の

取
得
や
処
分
を
す
る
こ
と

◉
副
市
長
や
教
員
長
、監
査
委
員
な
ど
の
選
任
に
同
意

す
る
こ
と

　
市
議
会
議
員
は
、四
年
ご
と
の
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
、

議
員
定
数
三
七
人（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
現
在
）

の
議
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　いわき市とオーストラリアのタウンズビル市は国
際姉妹都市の関係にありますが、オーストラリア
の選挙の投票率は毎回90％以上。その理由は
投票が国民の義務であることで、棄権した場合
は20豪ドル（約1,600円）の罰金を支払わなけれ
ばなりません。
　いわき市議会議員選挙の過去最高投票率
は、昭和43年9月の88.89％です。選挙権は市民
が政治に参加できる大切な権利。義務ではなく
ても、投票には必ず行きたいものです。

（出典：毎日新聞2016年7月28日付朝刊）

い
わ
き
市
議
会
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
快
適
に
暮
ら
せ
る
住
み
よ
い
ま
ち
を
築
く
た
め
に
日
々
努
力
し
て
い
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
の
期
待
に
沿
う
活
動
を
し
て
い
く
た
め
に
は
、

市
議
会
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
こ
で
は
市
議
会
の
仕
事
や
市
議
会
の
し
く
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
市
長
は
市
民
が
守
る
べ
き
ル
ー
ル（
条
例
な
ど
）や
、

市
が
仕
事
を
す
る
際
に
必
要
な
お
金
の
額
や
使
い
道

（
予
算
）な
ど
、市
民
生
活
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ

い
て
計
画
し
ま
す
。

　
市
議
会
は
、そ
の
計
画
が
市
民
の
た
め
に
な
る
の
か

ど
う
か
を
検
証
し
、賛
成
か
反
対
か
を
決
め
ま
す
。

　
市
長
は
市
議
会
が
賛
成
し
た
計
画
を
実
行
し
て
、そ

の
結
果
を
報
告
し
ま
す
。

　
市
議
会
と
市
長
は
、お
互
い
に
独
立
し
た
立
場
で
お

互
い
を
け
ん
制
し
、そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が

ら
、住
み
よ
い
い
わ
き
市
の
実
現
に
努
め
て
い
ま
す
。

なる ほど     コラム！

な
る
ほ
ど   

議
会
活
動

！

議
員
は
市
民
の
代
表

市
議
会
と
市
長

任
期
と
定
数

会
派
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なるほど！議会活動

議案の成立までの会議順序

世
界
各
国
の

投
票
用
紙
と
は
？

ど
に
、市
長
が
議
会
に
審
議
等
の
や
り
直
し
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
拒
否
権
」と
い
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　
再
議
事
件
に
つ
い
て
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
で
再
度
同
じ
議
決
を
す
る
と
確
定
と
な
り
、再
議

は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。（
下
図
※
採
決
の
と
き
）

　
市
長
や
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
等
を
審
議
し
、

市
と
し
て
の
意
思
を
決
め
ま
す
。市
の
仕
事
で
重
要

な
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
、市
議
会
の
議
決
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　
例
え
ば
住
み
よ
い
い
わ
き
市
に
す
る
た
め
に
、市
長

は
ど
う
考
え
、行
動
す
る
の
か
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

た
め
、市
長
や
市
の
各
部
長
等
に
質
問
を
し
ま
す
。

　
市
の
力
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

国
や
県
な
ど
に
意
見
書
を
提
出
し
、解
決
を
求
め
ま
す
。

　
市
議
会
に
は
定
例
会
と
臨
時
会
が
あ
り
ま
す
。定
例

会
は
お
お
む
ね
毎
年
二
月
・
六
月
・
九
月
・
十
一
月
の

四
回
開
か
れ
、臨
時
会
は
次
の
定
例
会
ま
で
の
間
に
議

会
の
議
決
が
必
要
な
と
き
に
開
か
れ
ま
す
。

　
市
議
会
は
市
長
が
招
集
し
ま
す
。ま
た
、議
会
運
営

委
員
会
の
議
決
に
基
づ
い
た
議
長
か
ら
の
請
求
が
あ
っ

た
と
き
や
、議
員
定
数
の
四
分
の
一
以
上（
本
市
議
会

の
場
合
一
〇
名
以
上
）の
議
員
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と

き
、市
長
は
臨
時
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
全
議
員
が
参
加
し
て
、市
長
や
議
員
か
ら
提
案
さ

れ
た
議
案
等
の
審
議
や
議
決
、市
の
仕
事
に
関
す
る

質
問
、市
長
か
ら
市
政
に
つ
い
て
の
説
明
や
報
告
な
ど

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
市
の
仕
事
の
中
で
も
、条
例
の
制
定
や
改
正
・
廃
止
、

予
算
を
定
め
る
こ
と
や
決
算
の
認
定
、市
税
の
賦
課
や

使
用
料
・
手
数
料
の
徴
収
、条
例
で
定
め
る
契
約
の
締

結
、財
産
の
取
得
・
処
分
の
ほ
か
、法
律
等
に
規
定
が

あ
る
も
の
は
議
会
の
議
決
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、副
市
長
や
教
育
長
、教
育
委
員
・
監
査
委
員

等
を
選
任
す
る
場
合
は
、議
会
の
同
意
が
必
要
と
な
り

ま
す
。特
別
委
員
会
の
設
置
な
ど
、議
会
内
部
の
こ
と

も
議
決
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

　
議
会
で
行
っ
た
議
決
に
対
し
異
議
が
あ
る
場
合
な

　投票用紙に候補者や政党の名前を書く。日
本の選挙では当たり前のことですが、他国の人
から見ればとても珍しいことのようです。世界で
は投票用紙に候補者や政党の名前が印字さ
れていて、そこに印を付けるのが一般的。中に
は、当選させたい順番に番号を振るという方式
もあります。
　世界の人々から誠実で几帳面と評される日
本人。その国民性が投票方式にも反映されて
いるのかもしれません。

（出典：毎日新聞2016年7月28日付朝刊）

市
議
会
の
仕
事

定
例
会
と
臨
時
会

議
決
が
必
要
な
事
項

本
会
議

◆ 

議
決

◆ 

質
問

◆ 

意
見
書

市議会に提出された議案は委員会で審査し、その報告を受けて本会議で議決します。
ただし、意見書案等の即決できるものは、委員会への付託を省略します。

即決できるもの

質
疑
・
応
答

修
正
案
提
出

討
　論

採
　決

委  員  会

提
出
者
の
説
明

※

修
正
案
提
出

討
　論

採
　決

可
決・否
決
等

本  会  議

委
員
長
報
告

※

※ある場合のみ

※ある場合のみ

議
　案

提
出
者
の
説
明

質
疑
・
応
答

委
員
会
付
託

本  会  議

なる ほど     コラム！ 再
議

市
長
か
ら
議
案
提
出

議

会

で

審

議

議

会

で

議

決

市
長
に
送
付

前回の結果の
とおり議決

市
長
か
ら
再
議
の
申
し
出

議
会
で
改
め
て
原
案
を
審
議

議

会

で

議

決

改
め
て
市
長
に
送
付

出
席
議
員
の
2／3
未
満
が
賛
成
の
場
合

出席議員の2／3以上が
賛成の場合

議
会
で
前
回
の
議
決
結
果
と
す
る
か
採
決

※

《 再議の一連の流れ 》
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し
、

市
と
し
て
の
意
思
を
決
め
ま
す
。市
の
仕
事
で
重
要

な
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
、市
議
会
の
議
決
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　
例
え
ば
住
み
よ
い
い
わ
き
市
に
す
る
た
め
に
、市
長

は
ど
う
考
え
、行
動
す
る
の
か
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

た
め
、市
長
や
市
の
各
部
長
等
に
質
問
を
し
ま
す
。

　
市
の
力
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

国
や
県
な
ど
に
意
見
書
を
提
出
し
、解
決
を
求
め
ま
す
。

　
市
議
会
に
は
定
例
会
と
臨
時
会
が
あ
り
ま
す
。定
例

会
は
お
お
む
ね
毎
年
二
月
・
六
月
・
九
月
・
十
一
月
の

四
回
開
か
れ
、臨
時
会
は
次
の
定
例
会
ま
で
の
間
に
議

会
の
議
決
が
必
要
な
と
き
に
開
か
れ
ま
す
。

　
市
議
会
は
市
長
が
招
集
し
ま
す
。ま
た
、議
会
運
営

委
員
会
の
議
決
に
基
づ
い
た
議
長
か
ら
の
請
求
が
あ
っ

た
と
き
や
、議
員
定
数
の
四
分
の
一
以
上（
本
市
議
会

の
場
合
一
〇
名
以
上
）の
議
員
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と

き
、市
長
は
臨
時
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
全
議
員
が
参
加
し
て
、市
長
や
議
員
か
ら
提
案
さ

れ
た
議
案
等
の
審
議
や
議
決
、市
の
仕
事
に
関
す
る

質
問
、市
長
か
ら
市
政
に
つ
い
て
の
説
明
や
報
告
な
ど

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
市
の
仕
事
の
中
で
も
、条
例
の
制
定
や
改
正
・
廃
止
、

予
算
を
定
め
る
こ
と
や
決
算
の
認
定
、市
税
の
賦
課
や

使
用
料
・
手
数
料
の
徴
収
、条
例
で
定
め
る
契
約
の
締

結
、財
産
の
取
得
・
処
分
の
ほ
か
、法
律
等
に
規
定
が

あ
る
も
の
は
議
会
の
議
決
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、副
市
長
や
教
育
長
、教
育
委
員
・
監
査
委
員

等
を
選
任
す
る
場
合
は
、議
会
の
同
意
が
必
要
と
な
り

ま
す
。特
別
委
員
会
の
設
置
な
ど
、議
会
内
部
の
こ
と

も
議
決
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

　
議
会
で
行
っ
た
議
決
に
対
し
異
議
が
あ
る
場
合
な

　投票用紙に候補者や政党の名前を書く。日
本の選挙では当たり前のことですが、他国の人
から見ればとても珍しいことのようです。世界で
は投票用紙に候補者や政党の名前が印字さ
れていて、そこに印を付けるのが一般的。中に
は、当選させたい順番に番号を振るという方式
もあります。
　世界の人々から誠実で几帳面と評される日
本人。その国民性が投票方式にも反映されて
いるのかもしれません。

（出典：毎日新聞2016年7月28日付朝刊）

市
議
会
の
仕
事

定
例
会
と
臨
時
会

議
決
が
必
要
な
事
項

本
会
議

◆ 

議
決

◆ 

質
問

◆ 

意
見
書

市議会に提出された議案は委員会で審査し、その報告を受けて本会議で議決します。
ただし、意見書案等の即決できるものは、委員会への付託を省略します。

即決できるもの

質
疑
・
応
答

修
正
案
提
出

討
　論

採
　決

委  員  会

提
出
者
の
説
明

※

修
正
案
提
出

討
　論

採
　決

可
決・否
決
等

本  会  議

委
員
長
報
告

※

※ある場合のみ

※ある場合のみ

議
　案

提
出
者
の
説
明

質
疑
・
応
答

委
員
会
付
託

本  会  議

なる ほど     コラム！ 再
議

市
長
か
ら
議
案
提
出

議

会

で

審

議

議

会

で

議

決

市
長
に
送
付

前回の結果の
とおり議決

市
長
か
ら
再
議
の
申
し
出

議
会
で
改
め
て
原
案
を
審
議

議

会

で

議

決

改
め
て
市
長
に
送
付

出
席
議
員
の
2／3
未
満
が
賛
成
の
場
合

出席議員の2／3以上が
賛成の場合

議
会
で
前
回
の
議
決
結
果
と
す
る
か
採
決

※

《 再議の一連の流れ 》
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なるほど！議会活動

国
に
よ
っ
て
違
う

投
票
所
の
設
置
場
所

　
必
要
に
応
じ
て
、議
会
の
中
に
設
置
さ
れ
る
の
が
特

別
委
員
会
で
す
。東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興

に
向
け
た
諸
課
題
の
調
査
及
び
提
言
を
行
う
た
め
に
設

置
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
や
、毎
年

一
定
期
間
、決
算
内
容
の
審
査
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る

決
算
特
別
委
員
会
な
ど
、こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
特
別

委
員
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
い
わ
き
市
議
会
で
は
、常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委

員
会
・
特
別
委
員
会
の
ほ
か
に
、次
の
二
つ
の
委
員
会

を
設
置
し
、協
議
や
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
不
断
の
議
会
改
革
や
活
性
化
を
通
し
て
、市
民
か
ら

　
い
わ
き
市
議
会
で
は
、い
ろ
い
ろ
な
内
容
の
問
題
を

多
く
取
り
扱
う
こ
と
か
ら
、福
祉
・
教
育
・
環
境
な
ど
、

分
野
ご
と
に
委
員
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
委
員
会
に
は
常
に
設
置
さ
れ
て
い
る
常
任
委
員
会
・

議
会
運
営
委
員
会
と
、市
政
の
中
で
特
に
重
要
な
案
件

な
ど
を
取
り
扱
う
た
め
に
、必
要
に
応
じ
て
設
置
さ
れ

る
特
別
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。常
任
委
員
会
と
議
会
運

営
委
員
会
の
任
期
は
二
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
い
わ
き
市
議
会
で
は
、市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案

や
、市
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願
な
ど
を
専
門
的
か
つ

効
率
的
に
審
査
す
る
た
め
、次
の
四
つ
の
常
任
委
員
会

を
設
け
て
い
ま
す
。

　
市
政
の
総
合
企
画
、危
機
管
理
、財
政
運
営
、市
税
、

観
光
、都
市
交
流
、文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
、消
防
、選
挙
及

び
監
査
事
務
等
に
関
す
る
事
項
を
所
管
し
て
い
ま
す
。

定
数
は
一
〇
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
戸
籍
、住
民
基
本
台
帳
、交
通
安
全
の
保
持
、国
民

年
金
、国
民
健
康
保
険
、環
境
保
全
、下
水
道
、水
道
事

業
、市
立
病
院
に
関
す
る
事
項
を
所
管
し
て
い
ま
す
。

定
数
は
九
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
社
会
福
祉
、地
域
保
健
、高
齢
社
会
対
策
、子
育
て

支
援
、学
校
教
育
、社
会
教
育
、生
涯
学
習
等
に
関
す

る
事
項
を
所
管
し
て
い
ま
す
。定
数
は
九
人
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
農
林
水
産
業
、農
地
及
び
国
土
調
査
、商
工
業
、競

輪
事
業
、土
木
、道
路
及
び
河
川
、住
宅
及
び
建
築
・
営

繕
、都
市
計
画
、公
園
及
び
緑
地
に
関
す
る
事
項
を
所

管
し
て
い
ま
す
。定
数
は
九
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
議
会
を
適
正
か
つ
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
の
決
ま
り

ご
と
や
、議
会
を
開
催
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
に
つ

い
て
話
し
合
い
ま
す
。定
数
は
九
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

の
負
託
に
応
え
る
た
め
に
設
置
し
た
も
の
で
す
。議
会

の
行
政
に
対
す
る
監
視
・
け
ん
制
機
能
の
充
実
や
、議

員
の
審
議
・
政
策
提
言
能
力
の
向
上
な
ど
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。現
員
は
一
〇
人
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
年
四
回
発
行
さ
れ
る
い
わ
き
市
議
会
だ
よ
り「
ほ

う
れ
ん
そ
う
」の
発
行
に
関
し
て
、必
要
な
事
項
を
協

議
す
る
た
め
に
設
置
し
て
い
ま
す
。議
会
報
は
市
内

全
世
帯
に
配
布
さ
れ
ま
す
。現
員
は
六
人
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　日本で投票所といえば小学校の体育館や公
民館などの公共施設ですが、世界では実にさま
ざまな場所に設置されています。アメリカでは
スーパーマーケットやコインランドリーなどでも投
票することができます。
　日本でも選挙権年齢が20歳から18歳に引き下
げられたことを受け、期日前投票所を投票しやす
い商業施設内などに設ける地域が増加。いわき
市でも２０１６年７月の参議院議員選挙からJRい
わき駅前再開発ビル「ラトブ」内に期日前投票所
が設置されました。

委
員
会

市民生活常任委員会

政策総務常任委員会教育福祉常任委員会

産業建設常任委員会

◎ 

議
会
報
編
集
委
員
会

◎ 

議
会
改
革
推
進
検
討
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

教
育
福
祉
常
任
委
員
会

市
民
生
活
常
任
委
員
会

政
策
総
務
常
任
委
員
会

特
別
委
員
会

なる ほど     コラム！

常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会
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なるほど！議会活動

国
に
よ
っ
て
違
う

投
票
所
の
設
置
場
所

　
必
要
に
応
じ
て
、議
会
の
中
に
設
置
さ
れ
る
の
が
特

別
委
員
会
で
す
。東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興

に
向
け
た
諸
課
題
の
調
査
及
び
提
言
を
行
う
た
め
に
設

置
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
や
、毎
年

一
定
期
間
、決
算
内
容
の
審
査
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る

決
算
特
別
委
員
会
な
ど
、こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
特
別

委
員
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
い
わ
き
市
議
会
で
は
、常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委

員
会
・
特
別
委
員
会
の
ほ
か
に
、次
の
二
つ
の
委
員
会

を
設
置
し
、協
議
や
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
不
断
の
議
会
改
革
や
活
性
化
を
通
し
て
、市
民
か
ら

　
い
わ
き
市
議
会
で
は
、い
ろ
い
ろ
な
内
容
の
問
題
を

多
く
取
り
扱
う
こ
と
か
ら
、福
祉
・
教
育
・
環
境
な
ど
、

分
野
ご
と
に
委
員
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
委
員
会
に
は
常
に
設
置
さ
れ
て
い
る
常
任
委
員
会
・

議
会
運
営
委
員
会
と
、市
政
の
中
で
特
に
重
要
な
案
件

な
ど
を
取
り
扱
う
た
め
に
、必
要
に
応
じ
て
設
置
さ
れ

る
特
別
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。常
任
委
員
会
と
議
会
運

営
委
員
会
の
任
期
は
二
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
い
わ
き
市
議
会
で
は
、市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案

や
、市
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願
な
ど
を
専
門
的
か
つ

効
率
的
に
審
査
す
る
た
め
、次
の
四
つ
の
常
任
委
員
会

を
設
け
て
い
ま
す
。

　
市
政
の
総
合
企
画
、危
機
管
理
、財
政
運
営
、市
税
、

観
光
、都
市
交
流
、文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
、消
防
、選
挙
及

び
監
査
事
務
等
に
関
す
る
事
項
を
所
管
し
て
い
ま
す
。

定
数
は
一
〇
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
戸
籍
、住
民
基
本
台
帳
、交
通
安
全
の
保
持
、国
民

年
金
、国
民
健
康
保
険
、環
境
保
全
、下
水
道
、水
道
事

業
、市
立
病
院
に
関
す
る
事
項
を
所
管
し
て
い
ま
す
。

定
数
は
九
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
社
会
福
祉
、地
域
保
健
、高
齢
社
会
対
策
、子
育
て

支
援
、学
校
教
育
、社
会
教
育
、生
涯
学
習
等
に
関
す

る
事
項
を
所
管
し
て
い
ま
す
。定
数
は
九
人
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
農
林
水
産
業
、農
地
及
び
国
土
調
査
、商
工
業
、競

輪
事
業
、土
木
、道
路
及
び
河
川
、住
宅
及
び
建
築
・
営

繕
、都
市
計
画
、公
園
及
び
緑
地
に
関
す
る
事
項
を
所

管
し
て
い
ま
す
。定
数
は
九
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
議
会
を
適
正
か
つ
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
の
決
ま
り

ご
と
や
、議
会
を
開
催
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
に
つ

い
て
話
し
合
い
ま
す
。定
数
は
九
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

の
負
託
に
応
え
る
た
め
に
設
置
し
た
も
の
で
す
。議
会

の
行
政
に
対
す
る
監
視
・
け
ん
制
機
能
の
充
実
や
、議

員
の
審
議
・
政
策
提
言
能
力
の
向
上
な
ど
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。現
員
は
一
〇
人
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
年
四
回
発
行
さ
れ
る
い
わ
き
市
議
会
だ
よ
り「
ほ

う
れ
ん
そ
う
」の
発
行
に
関
し
て
、必
要
な
事
項
を
協

議
す
る
た
め
に
設
置
し
て
い
ま
す
。議
会
報
は
市
内

全
世
帯
に
配
布
さ
れ
ま
す
。現
員
は
六
人
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　日本で投票所といえば小学校の体育館や公
民館などの公共施設ですが、世界では実にさま
ざまな場所に設置されています。アメリカでは
スーパーマーケットやコインランドリーなどでも投
票することができます。
　日本でも選挙権年齢が20歳から18歳に引き下
げられたことを受け、期日前投票所を投票しやす
い商業施設内などに設ける地域が増加。いわき
市でも２０１６年７月の参議院議員選挙からJRい
わき駅前再開発ビル「ラトブ」内に期日前投票所
が設置されました。

委
員
会

市民生活常任委員会

政策総務常任委員会教育福祉常任委員会

産業建設常任委員会

◎ 

議
会
報
編
集
委
員
会

◎ 

議
会
改
革
推
進
検
討
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

教
育
福
祉
常
任
委
員
会

市
民
生
活
常
任
委
員
会

政
策
総
務
常
任
委
員
会

特
別
委
員
会

なる ほど     コラム！

常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会
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なるほど！議会活動

世
界
の
主
流
は

平
日
投
票

　アメリカの投票日は火曜日で、その理由は19世
紀にまで遡ります。当時の投票所は主要都市に
しかなく、交通の便も良くありませんでした。日曜日
はキリスト教の安息日で、月曜日に馬車で農村を
出て、途中で一泊して投票所に着くことを想定し
ていたためと言われています。また、イギリスは木
曜日で、法律では「クリスマスや祝祭日以外の平
日」とだけ決められています。
　日本でも投票日を平日に指定することは可能で
すが、多くの有権者が休日である日曜日に行うの
が慣例になっています。

　
い
わ
き
市
議
会
で
は
、本
会
議
場
に
傍
聴
席
六
一
席

（
そ
の
う
ち
車
い
す
用
は
三
席
）を
設
け
て
い
ま
す
。傍

聴
を
希
望
す
る
方
は
、本
会
議
当
日
に
傍
聴
受
付
で
傍

聴
券
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、委
員
会
の
傍
聴
を
希
望
す
る
場
合
は
、事
前

に
議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
本
会
議
の
模
様
を
ラ
イ
ブ
中
継
ま
た
は
録
画
に
よ
り

配
信
し
て
い
ま
す
。い
わ
き
市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。ま
た
、本
会
議
の
開
催
時

は
市
役
所
議
会
棟
一
階
の
市
民
ロ
ビ
ー
及
び
各
支
所
市

民
課
待
合
所
に
設
置
し
て
あ
る
テ
レ
ビ
で
も
ラ
イ
ブ
中

継
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、本
庁
舎
・
支
所
・
公
民
館
な
ど
の
公
共

施
設
に
設
置
さ
れ
て
い
る
地
域
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
の
端

末
を
利
用
し
て
、ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

《
い
わ
き
市
ホ
ー
ペ
ー
ジ
》

の「
い
わ
き
市
議
会
」か
ら
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

　
い
わ
き
市
議
会
だ
よ
り「
ほ
う
れ
ん
そ
う
」を
年
四

回
の
定
例
会
ご
と
に
発
行
し
、市
内
全
世
帯
に
配
布
し

て
い
ま
す
。

　
本
会
議
の
状
況
を
記
録
し
た
会
議
録
を
い
わ
き
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
内
の
市
立
図
書
館
で
閲
覧
で

き
ま
す
。会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
れ
ば
、イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
地
域
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、

　
請
願
や
陳
情
は
、市
政
に
対
し
て
市
民
が
望
む
こ

と
や
、実
施
し
て
ほ
し
い
こ
と
な
ど
を
市
議
会
に
直
接

訴
え
る
制
度
で
す
。請
願
書
や
陳
情
書
は
誰
で
も
提

出
で
き
ま
す
が
、請
願
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、市

議
会
議
員
の
紹
介
が
必
要
で
す
。

　
市
民
は
選
挙
を
通
じ
て
政
治
に
参
加
す
る
権
利
を

持
っ
て
い
る
ほ
か
、署
名
を
集
め
て
条
例
の
制
定
や
改

廃
、議
員
・
市
長
の
解
職
、議
会
の
解
散
な
ど
を
請
求

で
き
ま
す
。市
民
が
直
接
請
求
で
き
る
権
利
は
下
表
の

と
お
り
で
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド
や
発
言
者
名
な
ど
に
よ
り
、目
的
の
会
議

録
情
報
を
検
索
・
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

http://w
w
w
.city.iw

aki.lg.jp/

（出典：毎日新聞2016年4月28日付朝刊）

なる ほど     コラム！

《 記 載 例 》 請
願
と
陳
情

議
会
活
動
を
知
る
た
め
に

市
民
の
直
接
請
求

会
議
の
傍
聴

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信

会
議
録
／
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム

い
わ
き
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

い
わ
き
市
議
会
だ
よ
り

◯◯◯に関する請願書（陳情書）

（陳情の場合、紹介議員は不要です。）

紹介議員　　◯◯  ◯◯ 印

◯◯◯に関する請願（陳情）

要  旨

理  由

年　　月　　日

いわき市議会議長　◯◯様

請願（陳情）者
　住所

　氏名 印

表

　紙

本

　文

議会報告会の様子

請求事項 署名者数 届出先

市議会の解散 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会

市議会議員の解職 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会

市長の解職 有権者の3分の1以上の署名 選挙管理委員会

副市長等の解職 有権者の3分の1以上の署名 市　長

条例の制定・改廃 有権者の50分の1以上の署名 市　長

事務の監査 有権者の50分の1以上の署名 監査委員

《 市民が直接請求できる権利 》
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